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一

甲
斐
国
造
の
系
譜
に

関
す
る
一
考
察

1 

本
稿
で
用
い
る
「
氏
姓
」は
、

庚
午
年
籍
以
前
に
甲
斐
国
造
に
任
命
さ
れ
た

特
定
個
人
が
称
し
て
い
た
「
職
名
的
称
号
」を

指
し
て
い
る
。

加
藤
晃「
我
が
国
に
お
け
る
姓
の
成
立
に
つ
い
て
」

（
坂
本
太
郎
博
士
古
稀
記
念
会
編

『
続
日
本
古
代
史
論
集
』上
、吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
二
年
）、

須
原
祥
二「「
仕
奉
」と
姓
」

（『
古
代
地
方
制
度
形
成
過
程
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
一
年
、初
出
二
〇
〇
三
年
）、

篠
川
賢「
国
造
の
「
氏
姓
」と
東
国
の
国
造
制
」

（
あ
た
ら
し
い
古
代
史
の
会
編

『
王
権
と
信
仰
の
古
代
史
』吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
五
年
）な
ど
参
照
。

2 

拙
稿
「
甲
斐
国
造
の
「
氏
姓
」
に
関
す
る
再
検
討
」

（『
日
本
史
研
究
』五
八
四
、二
〇
一
一
年
）。
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は
じ
め
に

　

筆
者
は
以
前
、古
代
の
甲
府
盆
地
に
本
拠
を
構
え
た
甲
斐
国
造
の

「
氏
姓
」（
1
）
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
（
2
）。
そ
こ
で
は
、こ
れ
ま
で
言

わ
れ
て
き
た
「
日
下
部
直
」
説
や
「
日
下
部
公
」
説
に
は
再
検
討
の

余
地
が
あ
る
こ
と
、二
条
大
路
木
簡
に
「
左
大
舎
人
甲
斐
□
」（
3
）
と

記
し
た
も
の
が
あ
り
、こ
の
「
甲
斐
」は
甲
斐
国
造
の
後
裔
氏
族
の
ウ

ヂ
ナ
と
見
ら
れ
る
こ
と
、甲
斐
に
分
布
す
る
氏
族
に
は
直
姓
を
も
つ
も

の
が
極
め
て
多
く
、
甲
斐
国
造
の
カ
バ
ネ
も
「
直
」
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
少
な
く
と
も
庚
午
年
籍
以
前
に
お
け
る
甲

斐
国
造
の
「
氏
姓
」は
「
甲
斐
直
」で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
従
来
の
地
域
史
理
解
で
は
、
四
世
紀
後
半
段
階
の
東
日
本
で

最
大
規
模
を
誇
っ
た
甲
斐
銚
子
塚
古
墳
の
存
在
な
ど
か
ら
、
か
つ
て

の
甲
斐
に
は
ヤ
マ
ト
王
権
と
並
ぶ
強
大
な
勢
力
が
存
在
し
た
が
、
こ

の
勢
力
は
の
ち
に
王
権
に
よ
っ
て
服
属
さ
せ
ら
れ
、
従
属
性
の
高
い
地

方
官
に
変
容
し
て
い
っ
た
と
す
る
見
方
が一
般
的
で
あ
っ
た
（
4
）。
し
か

し
、上
記
の
考
察
結
果
か
ら
、こ
う
し
た
理
解
に
は
修
正
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
、
む
し
ろ
甲
斐
国
造
は
王
権
の
地
方
支
配
体
制
に

積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
中
央
と
接
触
・
交
流
の
機
会
を
獲
得

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
地
域
に
対
す
る
支
配
権
の
承
認
と
し
て
、
王

権
か
ら
「
甲
斐
直
」
と
い
う
「
氏
姓
」
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
甲
斐
国
造
と
中
央
と
の
結
び
つ
き

に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
甲
斐
国

造
が
中
央
氏
族
で
あ
る
和
邇
臣
氏
と
の
間
に
形
成
し
た
同
祖
系
譜

で
あ
る
。『
記
』開
化
段
に
は
、

若
倭
根
子
日
子
大
毘
毘
命
、
坐
春
日
之
伊
邪
河
宮
、
治
天
下

也
。
此
天
皇
（
略
）
又
娶
丸
邇
臣
之
祖
、
日
子
国
意
祁
都
命

之
妹
、
意
祁
都
比
賣
命
〈
意
祁
都
三
字
以
音
。〉
生
御
子
、日

子
坐
王
。〈
一柱
。〉（
略
）
次
日
子
坐
王
（
略
）
又
娶
春
日
建
国

勝
戸
賣
之
女
、
名
沙
本
之
大
闇
見
戸
賣
、
生
子
、
沙
本
毘
古
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二

3 『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』

二
二
│
一
八
。

4 

磯
貝
正
義「
ヤ
マ
ト
王
権
と
甲
斐
国
」

（『
甲
府
市
史
』通
史
編
一
、甲
府
市
役
所
、

一
九
九
一
年
）な
ど
。

5 『
大
日
本
古
文
書
』五
―
二
三
六
。

6 

こ
の
地
は
か
つ
て
の
巨
摩
郡
域
か
ら

離
れ
て
お
り
、異
説
も
出
さ
れ
て
い
る
。

原
正
人「
郡
郷
の
成
立
」（『
山
梨
県
史
』

通
史
編
一
、二
〇
〇
四
年
）。

王
。（
略
）次
沙
本
毘
古
王
者 〈
日
下
部
連
、甲
斐
国
造
之
祖
。〉

（
略
）

と
あ
り
、こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
甲
斐
国
造
は
サ
ホ
ビ
コ
の
後
裔
と
さ

れ
て
い
る
。一方
『
国
造
本
紀
』甲
斐
国
造
条
に
は
、

　
　

甲
斐
国
造

　

纏
向
日
代
御
世
、
狭
穂
彦
王
三
世
孫
臣
知
津
彦
公
此
宇

〔
子
ヵ
〕塩
海
足
尼
、定
賜
国
造
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
景
行
天
皇
の
時
代
に
、
サ
ホ
ビ
コ
の
三
世
孫
に
当

た
る
臣
知
津
彦
公
の
子
の
塩
海
足
尼
が
、初
代
の
甲
斐
国
造
に
任
命

さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
サ
ホ
ビ
コ
は
妹
の
サ
ホ
ビ
メ
と

と
も
に
反
乱
を
起
こ
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
（『
記
』垂
仁

段
、『
紀
』
垂
仁
四
年
九
月
戊
申
条
）。
前
掲
し
た
『
記
』
開
化
段
の

系
譜
記
事
に
よ
れ
ば
、
和
邇
臣
氏
の
始
祖
で
あ
る
ヒ
コ
ク
ニ
ヲ
ケ
ツ
の

妹
の
ヲ
ケ
ツ
ヒ
メ
と
、開
化
天
皇
と
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
ヒ
コ
イ
マ
ス

で
あ
り
、
そ
の
ヒ
コ
イ
マ
ス
と
沙
本
之
大
闇
見
戸
売
の
間
に
生
ま
れ
た

の
が
、
サ
ホ
ビ
コ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、こ
の
サ
ホ
ビ
コ
の
父
と

さ
れ
る
ヒ
コ
イ
マ
ス
に
関
し
て
は
、『
紀
』開
化
六
年
正
月
甲
寅
条
に
、

　

次
妃
和
珥
臣
遠
祖
姥
津
命
之
妹
姥
津
媛
、生
彦
坐
王
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
和
邇
臣
氏
の
遠
祖
で
あ
る
姥
津
命
の
妹
の
姥
津

媛
と
、
開
化
天
皇
と
の
間
に
所
生
し
た
の
が
ヒ
コ
イ
マ
ス
で
あ
る
と
し

て
い
る
。こ
の
よ
う
に
諸
史
料
の
間
で
人
名
は
若
干
異
な
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
甲
斐
国
造
は
和
邇
臣
氏
の
始
祖
と
さ
れ
る
人
物
の
後

裔
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
実
際
、天
平

宝
字
五
年
（
七
六
一）「
石
山
院
奉
写
大
般
若
経
所
解
」（
5
）に
は
、

　
　

漢
部
千
代〈
甲
斐
国
巨
麻
郡
栗
原
郷
戸
主
丸
部
千
万
呂
戸
口
〉

な
ど
と
あ
り
、
甲
斐
国
巨
麻
郡
栗
原
郷
（
現
在
の
山
梨
市
上
栗
原
・

下
栗
原
一帯
（
6
））
に
丸
部
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
よ
っ

て
、
甲
斐
国
造
は
丸
部
が
甲
斐
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、こ

れ
を
管
掌
す
る
こ
と
で
中
央
の
和
邇
臣
氏
と
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、
そ
の
結
果
と
し
て
同
祖
系
譜
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
甲
斐
国
造
と
中
央
の
和
邇
臣
氏
と
は
、
同
祖
系

譜
を
形
成
し
て
い
る
点
に
お
い
て
結
び
つ
き
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
に
両
者
の
関
係
を
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
で

は
、甲
斐
国
造
は
こ
の
ほ
か
に
い
か
な
る
形
で
中
央
と
の
関
係
を
構
築

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

II 
甲
斐
国
造
と
大
伴
氏

　

ま
ず
、
甲
斐
国
造
と
中
央
の
大
伴
連
氏
と
の
関
係
を
取
り
上
げ

た
い
。『
紀
』天
武
元
年
（
六
七
二
）七
月
壬
子
条
に
は
、

是
日
、三
輪
君
高
市
麻
呂
・
置
始
連
菟
、
當
上
道
戦
于
箸
陵
。

大
破
近
江
軍
、而
乗
勝
、兼
斷
鯨
軍
之
後
。
鯨
軍
悉
解
走
、多

殺
士
卒
。
鯨
乘
白
馬
以
逃
之
。
馬
墮
泥
田
、不
能
進
行
。
則
將

軍
吹
負
、謂
甲
斐
勇
者
曰
、其
乘
白
馬
者
、廬
井
鯨
也
。
急
追

以
射
。
於
是
、
甲
斐
勇
者
馳
追
之
。
比
及
鯨
、々
急
鞭
馬
。々

能
拔
以
出
泥
。
即
馳
之
得
脱
。
將
軍
亦
更
還
本
處
而
軍
之
。

自
此
以
後
、近
江
軍
遂
不
至
。



甲斐国造の系譜に関する一考察 191鈴木正信

三

と
あ
る
。
こ
れ
は
壬
申
の
乱
に
お
い
て
大
和
方
面
の
戦
線
が
終
結
を

迎
え
た
「
中
つ
道
の
戦
い
」の
場
面
で
あ
り
、甲
斐
国
と
中
央
と
の
関

係
を
伝
え
た
史
料
の
う
ち
、
史
実
と
考
え
ら
れ
る
最
も
古
い
記
事
で

あ
る
。
戦
闘
の
概
略
は
省
略
す
る
が
、こ
こ
に
「
甲
斐
勇
者
」
な
る
人

物
が
登
場
す
る
。
そ
の
描
写
に
は
「
射
る
」・「
馳
せ
る
」
な
ど
の
表
現

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
射
術
を
よ
く
す
る
騎
兵
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
、先
行
研
究
で
は
甲
斐
に
お
け
る
国
造
・
郡
司
ク

ラ
ス
の
有
力
氏
族
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
7
）。
そ
れ
は
上
毛
野
国
造

の
始
祖
で
あ
る
田
道
（『
紀
』仁
徳
五
十
三
年
五
月
条
）や
、
倭
国
造

の
手
彦
（『
紀
』欽
明
二
十
三
年
七
月
是
月
条
）な
ど
、
国
造
お
よ
び

そ
の
始
祖
が
騎
兵
と
し
て
戦
闘
に
参
加
し
て
い
る
事
例
か
ら
も
裏
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
（
8
）。
も
ち
ろ
ん
、
甲
斐
勇
者
が
甲
斐
国
造
に
任

命
さ
れ
た
そ
の
人
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
壬
申
の
乱
に
対
す

る
彼
の
関
わ
り
方
か
ら
、
甲
斐
と
中
央
と
の
関
係
を
探
る
こ
と
は
可

能
で
あ
ろ
う
（
9
）。

　
こ
れ
に
先
立
つ
『
紀
』
天
武
元
年
（
六
七
二
）
六
月
丙
戌
条
に
は
、

大
海
人
皇
子
が
「
東
海
軍
」
を
徴
発
す
る
た
め
の
使
者
を
派
遣
し
た

こ
と
が
見
え
て
お
り
、
甲
斐
勇
者
は
こ
の
使
者
に
よ
っ
て
甲
斐
国
か
ら

徴
発
さ
れ
た
兵
士
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
10
）。
た
だ
し
『
紀
』で
彼

が
登
場
す
る
箇
所
は
、
大
友
皇
子
の
自
刃
後
に
時
間
を
遡
っ
て
記
述

さ
れ
て
お
り
、
大
伴
連
氏
の
家
記
を
も
と
に
挿
入
さ
れ
た
箇
所
と
推

定
さ
れ
る
（
11
）。
ま
た
、
彼
は
戦
闘
中
に
大
伴
吹
負
か
ら
直
接
命
令

を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
将
に
近
従
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
甲
斐
を
代
表
す
る
勇
者
で

あ
っ
た
と
は
い
え
、
戦
乱
に
際
し
て
徴
発
さ
れ
た
一
兵
士
が
た
だ
ち
に

大
将
を
守
衛
し
、
そ
の
活
躍
が
大
伴
連
氏
の
家
記
に
ま
で
載
録
さ
れ

る
と
は
考
え
が
た
い
。
し
か
も
自
身
の
非
で
は
な
い
に
し
ろ
、
彼
は
廬

井
鯨
を
仕
留
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

彼
の
出
身
母
体
で
あ
る
氏
族
は
、壬
申
の
乱
以
前
か
ら
大
伴
連
氏
と

何
ら
か
の
形
で
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

そ
こ
で
、
甲
斐
国
に
お
け
る
大
伴
氏
の
分
布
を
確
認
し
た
い
（
12
）。

ま
ず
、
山
梨
郡
の
人
と
し
て
伴
直
富
成
が
見
え
る
（『
続
後
紀
』
承

和
十
一年
（
八
四
四
）五
月
丙
申
条
）。
ま
た
、八
代
郡
で
は
擬
大
領
の

伴
直
真
貞
と
同
郡
人
の
伴
秋
吉
が
、
の
ち
に
甲
斐
国
一
宮
と
な
る
浅

間
神
社
（
笛
吹
市
）
を
創
始
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（『
三
代
実
録
』
貞

観
七
年
（
八
六
五
）
十
二
月
九
日
条
）。
墨
書
土
器
で
も
、
山
梨
郡
の

国
分
尼
寺
遺
跡
（
笛
吹
市
）か
ら
「
大
伴
」・「
伴
」
と
記
さ
れ
た
も

の
が
各
一点
（
13
）、
巨
摩
郡
の
健
康
村
遺
跡
（
北
杜
市
）
か
ら
「
伴
」

と
記
さ
れ
た
も
の
が一
点
、
同
じ
く
巨
摩
郡
の
宮
ノ
前
遺
跡
（
韮
崎

市
）か
ら
「
伴
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が一点
出
土
し
て
い
る（
14
）。

　
こ
の
よ
う
に
、甲
斐
国
に
は
大
伴
直
氏
・
伴
直
氏
（
あ
る
い
は
無
姓

の
大
伴
氏
・
伴
氏
）が
分
布
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
郡
司
に
任
命

さ
れ
た
者
も
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
氏
族
が
直
姓
を

有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
甲
斐
直
す
な
わ
ち
甲
斐
国
造
と
の

関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
甲
斐
に
大
伴
部
が
設
置
さ
れ
た
年
代
は
未
詳

で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
欽
明
以
降
の
王
族
に
部
名
を
含
む
人
名
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
中
央
に
お
い
て
大
伴
氏
の
活
動
が

活
発
に
な
る
六
世
紀
前
半
頃
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、甲
斐
国
造
（
の
前

7 

関
晃「
甲
斐
の
勇
者
」（『
関
晃
著
作
集
』五
、

吉
川
弘
文
館
、一
九
九
七
年
、初
出
一
九
五
七
年
）。

8 

直
木
孝
次
郎「
馬
と
騎
兵
」（『
日
本
古
代
兵
制
史
の

研
究
』吉
川
弘
文
館
、一
九
六
八
年
）。

11 『
日
本
古
典
文
学
大
系
68
日
本
書
紀
』下

（
岩
波
書
店
、一
九
六
五
年
）頭
注
な
ど
。

9 

論
文
末
に
掲
載

10 

論
文
末
に
掲
載

12 

論
文
末
に
掲
載

13 

論
文
末
に
掲
載

14 

末
木
健「
甲
斐
国
古
代
氏
族
と
墨
書
土
器
」

（『
甲
斐
』一
〇
九
、二
〇
〇
五
年
）。

な
お
、こ
れ
ら
の
墨
書
土
器
の
年
代
は

八
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
で
あ
る
。
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四

身
集
団
）
は
甲
斐
に
お
け
る
大
伴
部
の
設
置
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
勢

力
か
ら
大
伴
直
氏
（
の
ち
伴
直
氏
）
を
分
出
し
、こ
れ
に
甲
斐
の
大

伴
部
を
管
掌
さ
せ
る
こ
と
で
、
中
央
の
大
伴
連
氏
に
対
す
る
仕
奉
関

係
を
構
築
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
の
結
び
つ
き
は
壬
申
の
乱
以

前
に
遡
る
と
見
て
間
違
い
な
い
。

　

さ
ら
に
、甲
斐
と
大
伴
連
氏
と
の
関
係
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
酒
折

宮
伝
承
か
ら
も
う
か
が
え
る
。こ
の
伝
承
は
記
紀
で
多
少
の
相
違
が

あ
る
が
、『
紀
』景
行
四
十
年
是
歳
条
に
は
、

蝦
夷
既
平
、
自
日
高
見
国
還
之
、
西
南
歴
常
陸
、
至
甲
斐
国
、

居
于
酒
折
宮
。
時
挙
燭
而
進
食
。
是
夜
以
歌
之
問
侍
者
曰
、

　

珥
比
麼
利　

菟
玖
波
塢
須
擬
弖　

異
玖
用
加
禰
菟
流

　
　
（
新
治　

筑
波
を
過
ぎ
て　

幾
夜
か
寝
つ
る
）

諸
侍
者
不
能
答
言
。
時
有
秉
燭
者
。
続
王
歌
之
末
而
歌
曰
、

　

伽
餓
奈
倍
弖　

用
珥
波
虚
虚
能
用　

比
珥
波
苔
塢
伽
塢

　
　
（
か
か
な
べ
て　

夜
に
は
九
夜　

日
に
は
十
日
を
）

即
美
秉
燭
人
之
聡
而
敦
賞
。
則
居
是
宮
、
以
靭
部
賜
大
伴
連

之
遠
祖
武
日
也
。

と
見
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル一行
が
甲
斐
国
の
酒
折
宮

に
逗
留
し
、
常
陸
国
か
ら
の
遠
い
道
程
を
思
っ
て
詠
ん
だ
歌
に
対
し
て
、

秉
燭
者
が
機
転
を
利
か
し
て
応
え
た
。
こ
の
返
歌
に
感
心
し
た
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
は
、
秉
燭
者
に
篤
く
褒
美
を
取
ら
せ
た
。
そ
し
て
最
後
に
は
、

大
伴
連
氏
の
遠
祖
武
日
に
靱
部
を
賜
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
伝
承
は
、
四
世
紀
後
半
に
甲
斐
が
ヤ
マ
ト
王
権
へ
の
服
属
し
た

こ
と
を
示
す
と
す
る
説
や
（
15
）、
六
世
紀
以
降
の
交
通
体
系
を
反
映

し
た
も
の
と
す
る
説
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
（
16
）。
伝
承
の
解
釈
に
つ

い
て
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
が
、こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
末
尾
に

置
か
れ
た
大
伴
武
日
に
対
す
る
靱
部
賜
与
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。こ

の
部
分
は
前
後
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
唐
突
で
あ
り
、
後
か
ら
付
加
さ

れ
た
感
が
否
め
な
い
。
ま
た
、
雄
略
朝
に
大
伴
公
（
室
屋
）が
入
部
靱

部
を
賜
っ
て
衛
門
の
開
閉
を
担
当
し
た
と
す
る
伝
承（『
姓
氏
録
』左

京
神
別
中 

大
伴
宿
禰
条
）
や
、
同
じ
く
大
伴
室
屋
が
靱
負
三
千
人

を
従
え
て
い
た
と
す
る
伝
承
（『
令
集
解
』
職
員
令
左
衛
士
府
条
所

引
弘
仁
二
年
（
八一一）
十
一月
二
十
八
日
太
政
官
符
）
な
ど
か
ら
、
雄

略
朝
に
お
け
る
大
伴
室
屋
の
伝
承
を
も
と
に
し
て
、
大
伴
武
日
へ
の

靱
部
賜
与
が
酒
折
宮
伝
承
に
挿
入
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る（
17
）。
た
し
か
に
雄
略
天
皇
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
類
似
性
は
、多
く

の
先
学
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
18
）。
し
か
し
、
大
伴
室
屋
の
伝

承
に
は
、
甲
斐
と
結
び
つ
く
要
素
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。
上
記
の
よ

う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
舞
台
が
甲
斐
に
設
定
さ
れ
た
理
由
を
説

明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

酒
折
宮
伝
承
で
大
伴
武
日
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
靱
部
と
記
さ
れ

る
の
み
で
あ
り
、
具
体
的
な
氏
族
名
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
靱

負
・
靱
部
を
中
央
で
統
括
し
た
の
は
、ほ
か
で
も
な
い
大
伴
連
氏
で
あ

る
。
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
前
掲
の
大
伴
室
屋
の
伝
承
の
ほ

か
、
大
伴
室
屋
に
よ
る
白
髪
部
靱
負
の
設
置
（『
紀
』清
寧
二
年
二
月

条
）や
、陸
奥
国
に
お
け
る
靫
大
伴
連
氏
・
靫
大
伴
部
の
存
在
（『
続

紀
』神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）三
月
辛
巳
条
）な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、

『
紀
』
敏
達
十
二
年
（
五
八
三
）
是
歳
条
で
は
、
火
葦
北
国
造
刑
部

15 

磯
貝
正
義「
ヤ
マ
ト
王
権
と
甲
斐
国
」

（
前
掲
）な
ど
。

16 

大
隅
清
陽「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
酒
折
宮
伝
承
の

再
検
討
」（『
山
梨
県
立
博
物
館
調
査
・
研
究
報
告
』

二
、二
〇
〇
八
年
）。

17 

吉
田
孝「
酒
折
宮
の
説
話
の
背
景
」

（
磯
貝
正
義
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

『
甲
斐
の
地
域
史
的
展
開
』雄
山
閣
、一
九
八
二
年
）。

18 

吉
井
巌『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』（
学
生
社
、

一
九
七
七
年
）な
ど
。
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五

靱
部
阿
利
斯
登
の
子
の
日
羅
が
百
済
か
ら
来
朝
し
た
際
、
大
伴
金

村
を
「
我
君
」
と
呼
ん
だ
と
記
し
て
お
り
、
か
つ
て
葦
北
国
造
（
の一

族
）
は
靱
負
と
し
て
大
伴
連
氏
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。つ
ま

り
各
地
の
国
造
の
中
に
は
、
そ
の一
族
を
靱
負
と
し
て
輩
出
す
る
こ
と

で
、
中
央
の
大
伴
連
氏
と
供
奉
関
係
を
形
成
す
る
機
会
が
存
在
し

た
の
で
あ
る
（
19
）。こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
甲
斐
国
造
が
そ
の一

族
を
靱
部
と
し
て
中
央
の
大
伴
連
氏
の
も
と
に
出
仕
さ
せ
て
い
た
た

め
に
、靱
部
賜
与
の
起
源
伝
承
が
甲
斐
と
結
び
つ
く
こ
と
と
な
り
、さ

ら
に
は
そ
れ
が
大
伴
武
日
に
仮
託
さ
れ
て
酒
折
宮
伝
承
の
中
に
取
り

入
れ
ら
れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
靱
負
・
靱
部
は
六
世
紀

前
半
頃
に
各
地
に
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
（
20
）、
そ
の
状
況
が

甲
斐
に
お
い
て
も
例
外
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、甲
斐
か
ら
靱
負
・
靱

部
が
輩
出
さ
れ
る
状
況
は
、六
世
紀
代
に
は
整
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

　

以
上
、お
よ
そ
六
世
紀
代
に
は
甲
斐
国
造（
の
前
身
集
団
）は
そ
の

一部
を
割
い
て
大
伴
直
氏
（
の
ち
伴
直
氏
）と
し
、
甲
斐
の
大
伴
部
を

管
掌
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
の
大
伴
連
氏
に
対
す
る
仕
奉
関
係

を
構
築
し
た
。
ま
た
、
自
ら
の一
族
か
ら
靱
負
を
輩
出
し
て
中
央
に
出

仕
さ
せ
、
中
央
の
大
伴
連
氏
と
の
パ
イ
プ
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
と

し
た
。こ
う
し
た
古
く
か
ら
の
縁
故
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
壬
申
の
乱

で
徴
発
さ
れ
た
甲
斐
勇
者
は
、
大
将
で
あ
る
大
伴
吹
負
の
側
に
付
き

従
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
活
躍
が
大
伴
連
氏
の
家
記
に
も
載
録
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
く
か
ら
甲
斐
の
氏
族
と
中
央
の
大
伴

連
氏
は
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
こ
に
は
甲
斐
国
造
が
介
在
し
て
い
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

III 

甲
斐
国
造
と
馬

　

次
に
、
甲
斐
に
お
け
る
貢
馬
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
長
屋
王

家
木
簡
の
な
か
に
は
甲
斐
国
の
出
身
者
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
が
複

数
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
一
点
の
み
示
し
て
お

く
（
21
）。

　
　
・
馬
司
帳
内
甲
斐
四
口
米
四
升 

ο

　
　
・
受
勝
麻
呂
十
月
廿
四
日〈
石
嶋
／
書
吏
〉 

ο

225

・32

・3　

019 

　
こ
の
木
簡
に
は
「
馬
司
」
と
い
う
文
字
が
見
え
て
お
り
、
長
屋
王

家
の
家
政
機
関
に
馬
を
管
理
す
る
部
署
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。こ
の
馬
司
を
管
理
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
帳
内
で
あ

る（
22
）。
帳
内
・
資
人
は
、内
六
位
以
下
の
子
（
位
分
資
人
は
内
初
位

の
子
）
お
よ
び
庶
人
か
ら
登
用
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
（
軍

防
令
帳
内
条
）、
畿
外
の
人
に
対
し
て
も
門
戸
が
開
か
れ
て
い
た
（
23
）。

よ
っ
て
、
木
簡
に
見
え
る
「
甲
斐
四
口
」
は
、
長
屋
王
家
の
馬
司
に
奉

仕
す
る
こ
と
と
な
っ
た
甲
斐
出
身
者
と
見
て
よ
い
。
そ
れ
は
次
の
点
か

ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

第
一
は
、
甲
斐
黒
駒
伝
承
で
あ
る
。『
紀
』
雄
略
十
三
年
九
月
条
に

は
、

木
工
韋
名
部
真
根
、
以
石
為
質
、
揮
斧
斲
材
。
終
日
斲
之
、
不

19 

原
島
礼
二「
大
化
前
代
の
親
衛
軍
を
め
ぐ
る
問
題
」

（『
歴
史
学
研
究
』二
四
一
、一
九
六
〇
年
）。

20 

笹
山
晴
生
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』（
東
京

大
学
出
版
会
、一
九
八
五
年
）な
ど
。

21 『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』二
五
│
一
二
。

同
様
の
木
簡
は
計
六
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

22 

軍
防
令
給
帳
内
条
で
は
、帳
内
は
親
王
・

内
親
王
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、長
屋
王
が
親
王
身
分
で
は
な
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。当
時
の
職
位
か
ら
す
れ
ば
、

実
際
に
は
三
位
と
い
う
位
階
に
対
す
る

位
分
資
人
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、

「
帳
内
」と
い
う
の
は
家
政
機
関
内
で

用
い
ら
れ
て
い
た
慣
習
的
な
表
記
と
理
解
さ
れ
る
。

山
口
英
男「
長
屋
王
家
と
石
山
院
」

（『
山
梨
県
史
』通
史
編
一
、前
掲
）な
ど
参
照
。

23 

和
銅
三
年（
七
一
〇
）三
月
に
、

帳
内
・
資
人
へ
の
畿
外
人
の
採
用
が

一
旦
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が

（『
続
紀
』和
銅
三
年
三
月
戊
午
条
）、

翌
年
に
は
解
除
さ
れ
て
い
る

（『
同
』和
銅
四
年（
七
一
一
）五
月
己
未
条
）。
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六

誤
傷
刃
。天
皇
遊
詣
其
所
。
而
怪
問
曰
、恒
不
誤
中
石
耶
。
真

根
答
曰
。
竟
不
誤
矣
。
乃
喚
集
采
女
。
使
脱
衣
裙
而
著
犢
鼻
、

露
所
相
撲
。
於
是
。
真
根
暫
停
。
仰
視
而
斲
。
不
覚
手
誤
傷

刃
。天
皇
因
嘖
譲
曰
、何
処
奴
。不
畏
朕
、用
不
貞
心
、妄
輙
答
。

仍
付
物
部
、使
刑
於
野
。
爰
有
同
伴
巧
者
、歎
惜
真
根
、而
作

歌
曰
、

　

婀
拕
羅
斯
枳　

偉
儺
謎
能
陀
倶
弥　

柯
該
志
須
弥
儺
皤

　

旨
我
那
稽
麼　

拕
例
柯
柯
該
武
預　

婀
拕
羅
須
弥
儺
皤

（
あ
た
ら
し
き　

韋
名
部
の
工
匠　

懸
け
し
墨
縄　

其
が
無

け
ば　

誰
か
懸
け
む
よ　

あ
た
ら
墨
縄
）

天
皇
聞
是
歌
、
反
生
悔
惜
、
喟
然
頽
歎
曰
、
幾
失
人
哉
。
乃
以

赦
使
、乗
於
甲
斐
黒
駒
、馳
詣
刑
所
、止
而
赦
之
。
用
解
徽
纒
。

復
作
歌
曰
、

農
播
拕
磨
能　

柯
彼
能
矩
盧
古
磨　

矩
羅
枳
制
播　

伊

能
致
志
儺
磨
志　

柯
彼
能
倶
盧
古
磨
〈
一本
、換
伊
能
致
志

儺
磨
志
、而
云
伊
志
柯
孺
阿
羅
磨
志
。〉

（
ぬ
ば
玉
の　

甲
斐
の
黒
駒　

鞍
著
せ
ば　

命
死
な
ま
し

〈
い
及
か
ず
あ
ら
ま
し
〉甲
斐
の
黒
駒
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
雄
略
天
皇
に
処
刑
を
命
ぜ
ら
れ
た
韋
名
部
真

根
と
い
う
有
能
な
木
工
が
、
甲
斐
黒
駒
の
健
脚
に
よ
っ
て一命
を
取
り

留
め
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
末
尾
に
載
せ
ら
れ
た
甲
斐
黒
駒

を
称
え
る
歌
に
は
、
部
分
的
に
別
の
歌
詞
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、こ
の
話
は
多
く
の
人
々
の
間
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
（
24
）。
よ
っ
て
、
甲
斐
が
馬
を
飼
育
・
産
地
す
る
地
域
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
『
紀
』編
纂
段
階
で
は
、
中
央
の
人
々
に
広

く
認
知
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、こ
の
伝
承
は
の
ち
に
聖

徳
太
子
信
仰
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
が
（『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
推
古

二
十
七
年
（
六
一九
）
七
月
条
な
ど
）、
新
た
に
創
造
さ
れ
る
伝
承
が

説
得
性
を
持
つ
た
め
に
は
、
そ
の
題
材
と
な
る
伝
承
が
広
く
認
知
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
実
際
に
甲
斐
国
か
ら
は
馬
が
中
央
へ
貢
進
さ
れ
て
い

た
。天
平
三
年
（
七
三
一
）
に
は
、
甲
斐
国
か
ら
神
馬
が
献
上
さ
れ
て

い
る
（『
続
紀
』
天
平
三
年
十
二
月
丙
子
条
）。
甲
斐
国
山
梨
郡
散

事
の
小
長
谷
部
麻
佐
も
、
御
馬
部
領
使
と
な
っ
て
い
る
（
天
平
十
年

（
七
三
八
）「
駿
河
国
正
税
帳
」（
25
））。こ
れ
よ
り
以
前
、天
智
七
年

（
六
六
八
）
に
は
近
江
に
牧
が
設
置
さ
れ
て
お
り
（『
紀
』
天
智
七
年

七
月
条
）、文
武
四
年（
七
〇
〇
）に
は
諸
国
に
牧
が
設
置
さ
れ
（『
続

紀
』文
武
四
年
三
月
丙
寅
条
）、
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）に
は
牧
で
使

用
す
る
焼
印
が
頒
布
さ
れ
て
い
る
（『
続
紀
』
慶
雲
四
年
三
月
甲
子

条
）。こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
諸
国
に
お
け
る
牧
の
整
備
は
七
世
紀
後

半
か
ら
開
始
さ
れ
、
八
世
紀
初
頭
に
急
速
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。こ
の
動
向
と
軌
を
一
に
し
て
甲
斐
で
も
牧
が
整
備
さ
れ
、
貢
馬

が
開
始
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

第
三
に
、
甲
斐
国
司
に
任
命
さ
れ
た
人
物
に
は
、
馬
と
縁
の
深
い

氏
族
の
出
身
者
が
散
見
さ
れ
る
（
26
）。天
平
三
年
（
七
三一）
の
甲
斐

守
は
田
辺
史
広
足
で
あ
っ
た
が
（『
続
紀
』
天
平
三
年
十
二
月
乙
未

条
）、こ
の
田
辺
史
の
氏
族
伝
承
に
は
埴
輪
馬
の
起
源
譚
が
見
え
て
い

る（『
紀
』雄
略
九
年
七
月
壬
辰
条
）。
ま
た
、天
平
十
三
年（
七
四一）

24 

大
隅
清
陽「
ヤ
マ
ト
政
権
と
甲
斐
」

（『
山
梨
県
史
』通
史
編
一
、前
掲
）。

25 『
大
日
本
古
文
書
』二
│
一
〇
八
・一
一
三
。

26 

原
正
人「
奈
良
時
代
の
甲
斐
国
司
」

（『
山
梨
県
史
』通
史
編
一
、前
掲
）。
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七

に
甲
斐
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
馬
史
比
奈
麻
呂
は
（『
続
紀
』
天
平
十
三

年
閏
三
月
乙
卯
条
）
は
、
左
右
馬
寮
に
置
か
れ
た
馬
部
の
負
名
氏
で

あ
り
（
27
）、
霊
亀
二
年
（
七
一六
）に
は
馬
史
が
「
紫
驃
馬
」
を
献
上
し

て
い
る
（『
続
紀
』
霊
亀
二
年
六
月
辛
亥
条
）。こ
れ
ら
の
田
辺
氏
・

馬
史
は
、
河
内
国
安
宿
郡
・
古
市
郡
を
本
拠
と
す
る
渡
来
系
氏
族

で
あ
る
が
、河
内
国
は
畿
内
に
お
け
る
馬
の
飼
育
の
中
心
地
で
あ
っ
た

（『
延
喜
式
』
左
右
馬
寮
飼
戸
条
）。
彼
ら
が
赴
任
す
る
こ
と
で
、
甲

斐
に
は
新
し
い
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
四
に
、甲
斐
国
に
は
御
牧
と
し
て
、柏
前
牧
・
真
衣
野
牧
・
穂
坂

牧
が
設
置
さ
れ
て
い
た
（『
延
喜
式
』
左
右
馬
寮
御
牧
条
）。こ
の
う

ち
柏
前
・
真
衣
野
の
両
牧
か
ら
は
計
三
十
疋
、
穂
坂
牧
か
ら
は
三
十

疋
が
中
央
に
毎
年
貢
進
さ
れ
、
年
中
行
事
の
一つ
で
あ
る
八
月
の
駒

牽
で
天
皇
や
諸
臣
の
供
覧
に
付
さ
れ
た
（『
日
本
紀
略
』
天
長
六
年

（
八
二
九
）
十
月
丁
未
条
な
ど
）（
28
）。
御
牧
は
甲
斐
国
の
ほ
か
に
信

濃
・
上
野
・
武
蔵
各
国
に
も
置
か
れ
た
が
、
牧
数
と
年
貢
馬
数
の
比

率
か
ら
、
甲
斐
の
御
牧
は
他
国
に
比
べ
て
大
き
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
29
）。
さ
ら
に
、
飼
育
馬
数
が
千
以
上
に
及
ん
で
い
た
と
す

る
記
事
も
あ
る
（『
三
代
格
』天
長
四
年
（
八
二
七
）十
月
十
五
日
太

政
官
符
）。こ
れ
ら
の
御
牧
の
設
置
年
代
は
未
詳
で
あ
る
が
、柏
前
牧

と
真
衣
野
牧
は
『
弘
仁
式
』
段
階
で
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
お
り
（
30
）、
令
制
の
牧
と
延
喜
式
制
の
牧
の
連
続
性
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
（
31
）、
甲
斐
に
お
け
る
牧
経
営
は
少
な
く
と
も
八

世
紀
前
半
、あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
（
32
）。

　
一
方
、
中
央
で
は
王
臣
家
な
ど
が
健
馬
を
競
い
求
め
る
た
め
、
養
老

五
年
（
七
二一）
に
馬
の
保
有
数
を
制
限
す
る
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る

（『
続
紀
』
養
老
五
年
三
月
乙
卯
条
）。
ま
た
、
神
亀
五
年
（
七
二
八
）

に
は
、
各
国
で
騎
射
の
技
術
に
秀
で
た
者
を
、
各
国
の
国
郡
司
が
王

臣
家
な
ど
に
勝
手
に
出
仕
さ
せ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
（『
続

紀
』
神
亀
五
年
四
月
辛
卯
条
）。
さ
ら
に
『
三
代
格
』
天
長
三
年

（
八
二
六
）
二
月
十
一日
太
政
官
符
な
ど
に
は
、
中
央
へ
貢
納
さ
れ
る

馬
に
対
し
て
、馬
長
・
馬
医
・
書
生
・
卜
部
・
足
工
・
騎
士
な
ど
が
同

行
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、各
地
の
牧

よ
り
産
出
さ
れ
る
良
馬
は
相
当
の
需
要
が
あ
り
、
そ
の
馬
を
扱
う
人

材
も
都
へ
奉
仕
し
て
い
た
状
況
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
屋

王
家
の
家
政
機
関
に
帳
内
と
し
て
出
仕
し
て
い
た
甲
斐
国
出
身
者

の
な
か
に
は
、
馬
に
関
す
る
専
門
的
能
力
・
技
術
を
買
わ
れ
て
採
用

さ
れ
た
者
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、こ
れ
ら
の
馬
お
よ
び
人
材
の
輩
出
は
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
な

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
甲
斐
国
に
お
け
る
そ
の
主
体
を
直
接

的
に
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
諸
国
か
ら
の
貢
馬
に
は
国

造
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
33
）。
た
と
え
ば
天
武
五
年

（
六
七
六
）
に
は
、
大
祓
の
際
に
国
造
が
「
馬
一
匹
」
を
輸
す
こ
と
が

命
じ
ら
れ
て
い
る
（『
紀
』
天
武
五
年
八
月
辛
亥
条
）。こ
の
詔
を
継

承
し
た
と
思
わ
れ
る
神
祇
令
諸
国
条
で
も
、
同
じ
く
大
祓
で
国
造

が
「
馬
一
疋
」
を
出
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。『
令
集
解
』
当
該

条
の
穴
記
・
跡
記
・
朱
説
に
は
、
国
造
が
い
な
い
場
合
は
馬
を
出
さ

な
い
と
す
る
説
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
祓
に
お
け
る
貢
馬
は

国
造
に
限
定
的
に
課
さ
れ
た
任
務
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら

27 

佐
伯
有
清「
馬
の
伝
承
と
馬
飼
の
成
立
」

（『
日
本
古
代
史
の
窓
』吉
川
弘
文
館
、一
九
七
五
年
、

初
出
一
九
七
四
年
）。

28 

大
日
方
克
己「
八
月
駒
索
」（『
古
代
国
家
と

年
中
行
事
』講
談
社
、二
〇
〇
八
年
、

初
版
一
九
九
三
年
）。

29 

牧
数
・
年
貢
馬
数
は
、甲
斐
国（
三
牧
・
六
十
疋
）、

信
濃
国（
十
六
牧
・
八
十
疋
）、上
野
国

（
九
牧
・
五
十
疋
）、武
蔵
国（
四
牧
・
五
十
疋
）で
あ
る
。

30 

川
尻
秋
生「
御
牧
制
の
成
立
」（『
古
代
東
国
史
の

基
礎
的
研
究
』塙
書
房
、二
〇
〇
三
年
、

初
出
一
九
九
九
年
）。

32 

塩
部
遺
跡
・
東
山
北
遺
跡
・
桜
井
畑
遺
跡

（
い
ず
れ
も
甲
府
市
）か
ら
、四
世
紀
末
か
ら

五
世
紀
初
頭
の
馬
歯
・
馬
骨
が
出
土
し
て
い
る
。

ま
た
、五
世
紀
後
半
の
か
ん
か
ん
塚
古
墳（
甲
府
市
）

な
ど
多
数
の
古
墳
か
ら
馬
具
が
出
土
し
て
い
る
。

今
福
利
恵「
甲
斐
国
山
梨
郡
・
八
代
郡
・

都
留
郡
に
お
け
る
古
代
牧
に
つ
い
て
の
一
視
点
」

（『
研
究
紀
要
』二
一
、山
梨
県
立
考
古
博
物
館
・

山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、二
〇
〇
五
）な
ど

参
照
。

31 

山
口
英
男「
八
・
九
世
紀
の
牧
に
つ
い
て
」

（『
史
学
雑
誌
』九
五
－
一
、一
九
八
六
年
）。

33 

新
野
直
吉『
日
本
古
代
地
方
制
度
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
四
年
）。
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八

に
『
紀
』大
化
二
年
（
六
四
六
）三
月
辛
巳
条
で
は
、
東
国
に
派
遣
さ

れ
た
国
司
の
罪
状
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
朴
井
連
・
押

坂
連
が
「
国
造
之
馬
」
を
取
っ
た
こ
と
や
、膳
部
臣
百
依
・
河
辺
臣
磐

管
・
同
湯
麻
呂
が
同
じ
く
「
国
造
之
馬
」
を
取
っ
て
他
の
馬
に
換
え

た
こ
と
が
見
え
て
お
り
、
国
造
が
独
自
に
馬
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
と
同
時
に
、
後
者
で
馬
の
交
換
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
国
造
が
馬
を
差
し
出
す
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
祭
祀
的
な
側
面
を
重
視
す
る
見
方
も
あ

る
が
（
34
）、
貢
馬
と
い
う
行
為
に
は
軍
事
的
な
目
的
が
第
一に
挙
げ
ら

れ
る
。ま
た
、贖
罪
と
し
て
馬
を
献
納
す
る
事
例
も
見
受
け
ら
れ
る
が

（『
紀
』
允
恭
五
年
七
月
条
・
欽
明
元
年
九
月
条
）、こ
れ
に
つ
い
て
は

地
域
の
一
定
範
囲
に
影
響
力
を
行
使
し
得
る
国
造
が
、
そ
の
地
域
を

代
表
し
て
王
権
へ
の
服
属
や
忠
誠
を
表
明
す
る
た
め
に
馬
を
献
納
し

た
も
の
と
理
解
し
て
お
き
た
い（
35
）。

　

さ
ら
に
、前
述
の
『
令
集
解
』神
祇
令
諸
国
条
の
古
記
・
穴
記
は
、

郡
司
の
貢
納
物
は
郡
司
が
私
的
に
手
配
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

国
造
が
出
す
馬
も
国
造
が
私
的
に
用
意
し
た
と
類
推
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
36
）。
古
記
・
穴
記
の
こ
う
し
た
理
解
は
、
国
造
が
独
自
に
馬
を

調
達
す
る
基
盤
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。こ
れ
を
傍
証

す
る
も
の
と
し
て
、
信
濃
国
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
三
代
格
』
弘

仁
三
年
（
八一二
）十
二
月
八
日
太
政
官
符
に
は
、
金
刺
舎
人
八
麻
呂

が
伊
那
郡
大
領
と
信
濃
国
牧
主
当
を
兼
任
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。

金
刺
舎
人
は
信
濃
国
造
の
後
裔
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
37
）、

彼
が
信
濃
国
牧
主
当
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
律
令
制
以

前
に
お
け
る
信
濃
国
造
の
牧
経
営
へ
の
関
与
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
甲
斐
国
の
場
合
も
似
た
よ
う
な
道
程
を
辿
っ
た
可

能
性
が
高
い
。

　

す
な
わ
ち
、
か
つ
て
大
化
前
代
に
は
甲
斐
国
造
が
独
自
に
馬
の
飼

養
を
行
っ
て
お
り
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
牧
が

設
置
・
整
備
さ
れ
る
と
、
そ
の
技
術
や
施
設
を
基
盤
と
し
て
、
甲
斐

国
造
の
後
裔
氏
族
は
牧
の
経
営
に
引
き
続
き
関
与
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。こ
れ
ま
で
見
て
き
た
甲
斐
黒
駒
伝
承
や
、
壬
申
の
乱
に
騎

兵
と
し
て
参
加
し
た
甲
斐
勇
者
の
活
躍
、
さ
ら
に
長
屋
王
家
の
馬
司

へ
の
帳
内
の
出
仕
は
、
い
ず
れ
も
甲
斐
に
お
け
る
牧
の
経
営
や
馬
の

貢
上
を
示
す
一連
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、そ

こ
に
は
甲
斐
国
造
と
そ
の
後
裔
氏
族
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

IV 
結
　
語

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
甲
斐
国
造
は
六
世
紀
代
に
甲
斐
に
大
伴
部
が

設
置
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
勢
力
の
一
部
を
割
い
て
大
伴
直
氏
を

分
出
し
て
こ
れ
を
管
掌
さ
せ
、
さ
ら
に
靱
負
・
靱
部
を
輩
出
す
る
な

ど
、
中
央
の
大
伴
連
氏
と
の
間
に
密
接
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
こ

と
、
ま
た
、甲
斐
国
造
は
大
化
以
前
か
ら
馬
を
生
産
し
て
お
り
、
そ
の

後
裔
氏
族
は
令
制
下
の
牧
が
甲
斐
国
に
設
置
さ
れ
た
後
も
、牧
の
経

営
に
引
き
続
き
関
与
し
て
、長
屋
王
家
な
ど
に
良
馬
や
技
術
者
を
提

供
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
得
る
な

34 

高
橋
富
雄「
国
造
制
の
一
問
題
」

（『
歴
史
学
研
究
』二
四
四
、一
九
六
〇
年
）。

35 

高
橋
富
雄「
古
代
東
国
の
貢
馬
に
関
す
る
研
究
」

（『
歴
史
』一
七
、一
九
五
八
年
）。

36 

山
口
英
男
氏
は
、在
地
有
力
者
層
を

中
心
と
す
る
民
間
に
よ
る
馬
の
所
有
・
調
達
が

八
世
紀
以
前
に
遡
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
山
口
英
男「
八
・
九
世
紀
の
牧
に
つ
い
て
」前
掲
）。

37 

関
晃「
科
野
国
造
の
氏
姓
と
氏
族
的
展
開
」（
前
掲
）、

小
林
敏
男「
科
野（
信
濃
）国
造
に
関
す
る
考
察
」

（
井
原
今
朝
男
ほ
か
編『
論
集
東
国
信
濃
の

古
代
中
世
史
』岩
田
書
院
、二
〇
〇
八
年
）な
ど
。
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九

ら
ば
、冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、ヤ
マ
ト
王
権
に
対
す
る
甲
斐
国
造

の
従
属
性
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
の
は
、
正
当
な
評
価
と
は
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
各
地
域
の
氏
族
が
国
造
に
任
命
さ
れ
る

こ
と
は
、
そ
の
氏
族
に
と
っ
て
は
王
権
に
服
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、中
央
と
接
触
・
交
流
の
機
会
を
得
る
こ
と
は
、当
然
な
が
ら

自
ら
の
本
拠
に
お
け
る
支
配
権
力
の
強
化
に
も
つ
な
が
る
。
む
し
ろ
、

甲
斐
国
造
（
の
前
身
集
団
）
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
地
域
支
配
体
制
に

積
極
的
に
参
加
し
て
国
造
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
で
、
甲
斐
地
域
に
対

す
る
支
配
権
の
承
認
を
意
味
す
る
「
甲
斐
直
」
と
い
う
「
氏
姓
」（
職

名
的
称
号
）
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
在
地
で
の
支
配
体
制
を
強

固
な
も
の
に
す
る
と
同
時
に
、
中
央
と
の
間
に
複
数
の
仕
奉
関
係
を

構
築
し
な
が
ら
、
古
代
国
家
の
形
成
期
を
巧
み
に
生
き
抜
い
た
と
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、最
後
に
改
め
て
言
及
し
た
い
の
は
、甲
斐
国
造
が
和
邇
臣
氏

と
の
間
に
形
成
し
た
同
祖
系
譜
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
は
別
稿
に
お

い
て
、
近
江
か
ら
美
濃
に
か
け
て
所
在
す
る
淡
海
（
近
淡
海
安
）、
近

淡
海
、本
巣
、美
濃
（
三
野
・
三
野
前
）、牟
義
都
ら
各
国
造
を
取
り

上
げ
、こ
れ
ら
諸
国
造
の
間
に
和
邇
臣
氏
の
始
祖
を
介
し
た
同
祖
関

係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、こ
の
関
係
が
七
世
紀
末
の
段

階
に
至
っ
て
も
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
こ

と
が
あ
る
が（
38
）、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
甲
斐
国
造
の
場
合
は
そ
の

痕
跡
が
全
く
う
か
が
え
な
い
の
で
あ
る
。
両
地
域
で
こ
の
よ
う
な
相

違
が
生
じ
た
背
景
に
は
、同
祖
系
譜
の
地
理
的
な
展
開
状
況
が
深
く

関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
和
邇
臣
氏
に
つ
い
て
は
、
六
世
紀
代

に
春
日
臣
・
小
野
臣
な
ど
の
各
氏
に
分
裂
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
39
）。こ
う
し
た
和
邇
臣
氏
の
分
裂
に
と
も
な
い
、
各
地
域
に
本

拠
を
構
え
る
諸
国
造
に
と
っ
て
は
、そ
の
同
祖
系
譜
も
求
心
力
を
失
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
祖
系
譜
が
い
わ
ば
「
面
」
と

し
て
の
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
近
江
・
美
濃
地
域
で
は
、
中
央
の
和

邇
臣
氏
の
盛
衰
に
か
か
わ
ら
ず
、
近
接
す
る
複
数
の
国
造
間
で
相
互

に
交
流
が
続
け
ら
れ
た
た
め
に
、
同
祖
系
譜
が
機
能
し
続
け
た
の
で

あ
ろ
う
。一方
、
甲
斐
地
域
で
は
近
隣
の
国
造
に
こ
れ
を
共
有
す
る
も

の
が
な
く
、
い
わ
ば
「
点
」
と
し
て
同
祖
系
譜
が
存
在
し
て
い
た
た
め

に
、
中
央
の
和
邇
臣
氏
と
の
関
係
の
意
義
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
氏
族
系
譜
と
は
、
単
な
る
祖
先
に
関
す
る
記
録
・
記
憶

で
は
な
く
、
氏
族
同
士
の
政
治
的
関
係
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
そ
れ
は
始
祖
伝
承
や
本
系
な
ど
の
形
で
固
定
化
・
文
字
化

さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
が
、
そ
の
反
面
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
あ
る
時
点
で
の
姿
を
切
り
取
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
時

代
と
と
も
に
現
実
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得

る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
熊
谷
公
男
氏
は
「
同
祖
系
譜
が

形
成
さ
れ
た
時
点
に
お
け
る
よ
う
な
相
互
の
統
合
関
係
が
消
滅
し
て

し
ま
っ
て
か
ら
も
、同
祖
関
係
だ
け
は
存
続
す
る
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー

ス
」
を
想
定
し
て
い
る
（
40
）。
甲
斐
国
造
と
和
邇
臣
氏
と
の
関
係
は
、

ま
さ
に
こ
の
ケ
ー
ス
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
う
な
ら

ば
、こ
の
よ
う
に
氏
族
系
譜
が
か
つ
て
の
政
治
的
関
係
を
伝
え
る
「
過

去
」
の
も
の
と
な
り
、
そ
の
氏
族
の
「
現
在
」
を
反
映
し
な
く
な
っ
た

38 

拙
稿「
和
珥
氏
系
譜
の
展
開
と
そ
の
背
景
」

（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』

四
九
│
四
、二
〇
〇
四
年
）。

39 

岸
俊
男「
ワ
ニ
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」

（『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』塙
書
房
、一
九
六
六
年
、

初
出
一
九
六
〇
年
）。

40 

熊
谷
公
男「
令
制
下
の
カ
バ
ネ
と

氏
族
系
譜
」（『
東
北
学
院
大
学
論
集
』歴
史
学
・

地
理
学 

一
四
、一
九
七
九
年
）。
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段
階
を
経
て
、
系
譜
の
組
み
替
え
や
始
祖
の
仮
冒
が
行
わ
れ
る
に
至

る
と
い
う
道
筋
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
甲
斐
国
造
と
和
邇

臣
氏
の
同
祖
関
係
は
、氏
族
系
譜
が
持
つ
「
不
変
性
」
と
「
可
変
性
」

の
攻
防
の
最
前
線
を
切
り
取
っ
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

註
9

　

星
野
良
作
氏
は
、『
古
屋
家
家
譜
』
に
見
え
る
大
伴
山
前
連
氏
を
甲
斐
勇
者
の
出
身

氏
族
と
推
定
し
て
い
る
（
星
野
良
作
「
壬
申
の
乱
と
大
伴
連
氏
」『
壬
申
の
乱
研
究
の
展

開
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）。『
古
屋
家
家
譜
』
の
史
料
性
に

つ
い
て
は
改
め
て
検
討
し
た
い
が
、大
伴
氏
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
傾
聴
に

値
す
る
。

註
10

　

関
晃
「
甲
斐
の
勇
者
」（
前
掲
）。
な
お
、
直
木
孝
次
郎
氏
は
、
徴
兵
か
ら
戦
闘
ま
で

の
日
数
に
不
自
然
な
点
が
あ
る
と
し
て
、
甲
斐
勇
者
を
壬
申
の
乱
以
前
よ
り
大
伴
吹

負
に
仕
え
て
い
た
従
者
と
解
し
た
が
（
直
木
孝
次
郎
『
壬
申
の
乱 

増
補
版
』
塙
書
房
、

一
九
九
二
年
、
初
版
一
九
六
一
年
）、
そ
れ
に
対
し
て
大
隅
清
陽
氏
は
、
戦
闘
が
行
わ
れ

た
日
付
を
再
検
討
し
て
、直
木
氏
の
批
判
を
受
け
て
も
関
氏
の
理
解
が
成
立
す
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
（
大
隅
清
陽
「
甲
斐
の
勇
者
」『
山
梨
県
史
』
通
史
編
一
、
前
掲
）。筆

者
も
大
隅
氏
の
見
解
に
従
い
た
い
。

註
12

　
『
古
屋
家
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
継
体
朝
に
大
伴
磐
が
山
梨
郡
の
「
山
前
之
邑
」
へ
遷
居

し
、
庚
午
年
籍
で
は
稲
人
（
磐
の
孫
）と
真
楫
・
広
川
（
曾
孫
）が
「
大
伴
山
前
連
」を
賜

姓
さ
れ
、天
武
十
三
年（
六
八
四
）に
は
方
麻
呂（
玄
孫
）が「
大
伴
直
」へ
改
姓
し
て
い
る
。

註
13

　

七
世
紀
後
半
頃
に
建
立
さ
れ
た
白
鳳
寺
院
の
寺
本
廃
寺
（
笛
吹
市
）
は
、
国
分
尼

寺
と
同
じ
川
田
瓦
窯
跡
（
甲
府
市
）
か
ら
瓦
の
供
給
を
受
け
て
お
り
、
両
寺
の
造
営

に
は
大
伴
氏
が
関
与
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
坂
本
美
夫
「
寺
本
廃
寺
と

古
墳
群
・
集
落
の
関
係
」『
寺
本
廃
寺
』
山
梨
県
東
山
梨
郡
春
日
居
町
教
育
委
員
会
、

一
九
八
八
年
）。
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A Study on the Genealogy
of Kai-no-Kuninomiyatsuko

Masanobu Suzuki

In the past, I consideration did concerning 
"uji" and "kabane" of Kai-no-Kuninomiyatsu-
ko. With last article, I made clear that "uji" and 
"kabane" of Kai-no-Kuninomiyatsuko was 
"Kai-no-Atai".And in the precedent study, it 
has been said that there was powerful power in 
Kai, but it was defeated by Yamato sovereignty. 
However, I pointed out that it must be reex-
amined. Therefore, in this report, I focused on 
the relations of  Kai-no-Kuninomiyatsuko and 
the central power, pointed out the following 
points.

The first point, Kai-no-Kuninomiyatsuko 
built the relations that were close to Ohotomo-
no -Muraj i .  The se cond point ,  Kai-no -
Kuninomiyatsuko raised horses and gave to 
central power them. The third point, it is not 
right to emphasize subsidiarity of Kai-no-
Kuninomiyatsuko for the Yamato sovereignty. 
Rather Kai-no-Kuninomiyatsuko participated 
in the local rule system of the sovereignty posi-
tively, acquired an opportunity to interchange 
with central power, it was thereby given "Kai-
no-Atai" from sovereignty. 

Furthermore, I paid attention to the geneal-
o g y  o f  K a i - n o - K u n i n o m i y a t s u k o . 
Kuninomiyatsuko which is located in Ohmi 
and Mino areas are same tribes, the relations 
functioned until the late seventh century. 
However, it is not indicated at all in Kai-no-
Kuninomiyatsuko. It depends on geographical 

development. In other words it functioned be-
cause the family of the circumference took the 
same genealogy in Ohmi and Mino areas. In 
contrast, it lost the function because the family 
of the circumference did not share the genealo-
gy in the Kai area.



182 THE HIKONE RONSO 2012 spring /  No.391 

十
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